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目次、「ソーシャルワーカーデー2015いばらき」を開催しました！･･･1 
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 「海の日（今年は 7 月 20 日）」はソーシャルワーカーデーです。それに先立ち 19 日（日）、「未来

を拓くソーシャルワーカー ～新発見！縁の下のプロフェッショナル～」と題し、ソーシャルワーカ

ーデー2015 いばらきを開催いたしました。昨年に引き続き茨城県社会福祉士会・茨城県精神保健福

祉士会・茨城県ソーシャルワーカー協会の共同開催です。 

 第 1 部では当会の竹之内会長が「だからソーシャルワーカーはおもしろい」というテーマで講演

を行いました。第 2 部では施設相談員、行政職員、MSW、NPO 職員の若手ソーシャルワーカーが

仕事のやりがいと魅力についてリレートークを行いました。そして第 3 部の「答えちゃいます 個別

質問 Time」では、現場で働くソーシャルワーカーが行政・医療・施設の 3 ブースに分かれ参加者の

方の疑問・質問にお答えしていきました。学生さんなど最初は緊張されている方もいらしたようで

したが、次第に打ち解け和やかな雰囲気の中で熱心に質問をされておりました。ぜひとも参加して

下さった学生さんたちから、将来会で一緒に活動できる方が生まれたら嬉しいですね！ 

http://www.csw-iba.org/
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県央ブロック  小川 舞 

 

 今回、初めて 2 日間講座を受講させていただきました。この研修に参加してまず驚いたことは、

地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉と、様々な領域の方が一堂に会していたことです。現在、成年

後見制度がいかに多くの領域から関心を寄せられているか、また必要とされているかを、見せられ

た気がしました。 

 研修初日、最初は竹之内会長より「福祉サービス利用と成年後見」についてお話をいただきまし

た。社会福祉基礎構造改革を背景とした制度の流れや大枠だけではなく、市民後見及び法人後見の

動きや、障害者権利条約の批准に伴う今後の課題など、新たな情報も学ぶことが出来ました。続い

て、水戸家庭裁判所の間野氏より、「成年後見制度の概要」についてご講義いただきました。成年

後見制度の内容を学ぶだけではなく、成年後見制度の基盤となっている民法の考え方に触れるなど、

普段とはまた違う角度から制度を見る機会にもなりました。初日の最後は、「法定後見などの申し

立て実務について」を、リーガルサポートの綿引氏と川又氏のお二方よりお話をいただきました。

本人の状況や財産、成年後見人等の候補者だけではなく、家族の情報もまとめる必要があるなど、

申立もかなりの労力を費やすものだと感じました。 

研修 2 日目は、始めに茨城県社会福祉士会会員の大類氏より、「日常生活自立支援事業と成年後

見制度」についてご講義いただきました。日常的な金銭管理等の直接支援だけではなく、見守りの

機会を増やして、本人の生活変化に迅速に対応することも、重要な援助になっていることを、事例

を通して分かりやすく解説していただきました。最後は「成年後見人の職務について」を、茨城県

弁護士会の小沼氏よりお話いただきました。成年後見人を継続して務めていくには、後見人自身が

しっかりとした知識を身に付け、利用者の権利を守ると同時に、自分自身をも守らなくてはならな

い事を学びました。 

さて、研修が行われた 4 月の新聞記事にて、認知症高齢者の成年後見申し立てを、市町村長が行

う件数が過去 5 年で 2～3 倍に増加しており、認知症高齢者の孤立が浮き彫りになっていると掲載

されていました。また、今回の研修の中で、第 3 者後見人も増加していると講義がありました。こ

れらのことから、社会福祉士が成年後見に関わるケースも増えていくのではないかと思います。社

会福祉士の共通基盤である「利用者の権利擁護」のためにも、今後も本講座などで、成年後見制度

について学び続けていく必要があると感じました。 

最後になりますが、お忙しい中、私たち受講生に有意義な時間を下さった講師の先生方、社会福

祉士会の研修担当の皆様に、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございまし

た。 
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県央ブロック  鈴木 重史 

 

 私が、福祉の道に入ったきっかけは、大学を卒業して就いた最初の仕事先を辞めてしまった頃に、

当時、街の広報誌にヘルパー3 級の資格取得が無料で受けられるという記事が載っていたのを見て、

軽い気持ちで受講したことでした。もちろん興味がなかったわけではないのですが、講習の担当だ

った方にのせられて、ヘルパー2 級も取得、気が付いたら有償ボランティアにまで登録していまし

た。その頃、出会った研修の仲間や、現場実習させていただいた施設の方は、とても魅力的な人ば

かりで、自分としても運がよかったなと感じています。その当時、一番気に入っていた活動は、高

齢宅の雪かき（冬季限定）で、帰る前に少し世間話をしてくるのがとても楽しみでした。 

と、まあ、こんなよくある感じのきっかけだったのですが、研修を受けた仲間の一人が、偶然に

も大学の後輩で、色々話を聞いていくと、学費のために新聞配達の仕事をしていること、さらに、

障害者宅に夜間のヘルパーに行っているという事を知り、本人の生活面での苦労もさることながら、

高齢者の介護ぐらいのイメージしかなかった私には、障害者宅に寝泊まりして介助するという仕事

があること自体が衝撃的でした。ホント、今思うと『こんな夜更けにバナナかよ』をイメージさせ

るような世界でしたし、「ん？福祉って一体、何なんだろう。」と真剣に考えさせられました。 

当然？答えは出ないままでしたが、ボランティアという事もあり、しばらくは楽しく活動するこ

とが出来ました。ただ、男性が福祉の仕事に就くには給料面も含めてまだまだ難しい時代でしたし、

生活するためには仕事にも就くわけで、本業の方が忙しくなるにつれ、自然と福祉からは遠ざかる

ことになってしまいました。その後、人生色々ありながらも、福祉の道に戻ってきたのは、約 6 年

後の今の職場に就いてからでした。 

現在の法人では、身体障害者の入所施設から始まり、作業所、知的障障害者のデイサービス、そ

して、現在は、相談支援事業所の相談員として働かせていただいております。やはり、どの職場に

いたときも、気にかかっていた（意識するようにしていたといった方が正しいかもしれませんが）

のは「福祉って何だろうか？」という自分自身への問いかけでした。障害者、高齢者、児童などに

分けて考えることもありますが、大きく言えば、みんなの幸せを目指すことなんだろうなと感じて

います。ただ、個々の関係の中で実際に支援していく時はどうでしょうか？支援をする人も求める

方も、お互いそれぞれの価値観があるわけで、さらには、社会理念なども絡んできて、どの辺で、

どのように折り合いをつけていくのか？そこが福祉の仕事の面白いところなのでしょうが・・・。

難しいところでもあります。 

職場の同僚や先輩、または、県社会福祉士会などの集まりの場で、私も含めた皆さんがそれぞれ

持っている“福祉に対する思い”をぶつけ合いながら成長していく機会が持てればいいなと思って

います。 

会員の声 
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社会福祉法人ゆっこら 地域活動支援センターふれんず 

施設長  猪瀬 厚 

 

事業所に通われているお二人のメンバーより講演会の感想をいただきましたのでご紹介します。 

 

 

ピアヘルパー西純一さんの話しを聞いて，障害を持ちながら仕事をすることの素晴らしさを感じました。

西さんが精神障害でありながらヘルパーを行い一生懸命仕事をしている。障害を持ちながらだって頑張

れるのだと言うことを強く感じました。 

ピアヘルパーの仕事はすごく大変だが頑張っていることは素晴らしいことです。 

自分は，知的障害と身体障害を併せ持っています。私も毎日，就労継続支援Ｂ型で仕事をしており，や

りがいを感じています。仕事をすると疲れますが楽しいです。西さんの話を聞いて感動し，力が涌いて

きて今後の仕事を頑張って行きたいと思います。精神障害者の方はもっと大変なことがわかりました。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

社会福祉法人ゆっこら 

地域活動支援センターふれんず利用 足立国夫 

 

 

 

 

 

 

西さんのお話を聞いて，すごく本当に精神の障害を持っているのにヘルパーさんの資格を取られてすご

く，お仕事が大変だと思いました。 

私も知的障害を持っています。西さんに自分は，知的障害があるんですと質問したら「障害があっても

大丈夫ですよ」と言われました。「色々な方がいますが，お話しもちゃんとできるし，自分のことを責

めたりしないで頑張ってください」と西さんから，このような言葉をいただき勇気が出てきました。こ

れからは，自分のままでずっと生きて行きたいです。 

 

 

 

 

社会福祉法人ゆっこら  

地域活動支援センターふれんず利用 矢田エリ子 
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【編集後記】 

 毎日とても暑い日が続いておりますがいかがお過ご

しでしょうか？施設にお勤めの方では夏祭りや納涼祭

等の準備にお忙しい方もいらっしゃるかもしれません

ね。熱中症になりやすい季節ですのでご利用者さまは

もちろんのこと職員の皆さんも水分補給をしっかりと

体調管理に気を付けていきましょう！ 

 新年度に入り丸 4 ヶ月が経とうとしていますが、新

入職員や配置換えのあった皆さまはお仕事に慣れて 

きた頃でしょうか？お近くに社会福祉士をお持 

ちで会に入っていない方がおられましたらぜひ 

入会のお声掛けをお願いいたします。 

広報事業部 

Facebook ページも 

よろしくお願いします！ 

 

https://www.facebook.com/csw.

ibaraki 

 

皆さまぜひ「いいね！」や 

フォローをお願いします☆ 

https://www.facebook.com/csw.ibaraki
https://www.facebook.com/csw.ibaraki

